
組織を捉える視角と装置
一一自己指示的システムの観点から一一

Rmr:4
utrFLAふ
3
山町C
S

開
剛
院
凶
動
銃
製
釘
UEけ
trJV
-eHF』
JE‘
4U

敏雄奥山

規範論的な観点、からすると，組織はわずかな規範しか共有されていないにもかかわらず，高度に規則的
で斉一的な行為をっくり出し，高度に特定化された行為のとり結びをっくり出す装置として注目1<::値す
る。 I節から V節では，そうした視点から組織は，帰属する行為を形式合理的に織成するメカニズムと
して捉えるべき乙と，その場合. < 目的/ 手段> 一秩序としては規定されえない乙と，かわりに，選択
( 行為) の帰属の資絡づけの形式化された制度的メカニズムとしての< 決定連関> のメカニズムとして，
規定されうる乙とを明らかにする。 VI節以降では，そうしたメカニズムを自己僧示的システムのメカニ
ズムとして解明し，組織の有する本質的な特性がそのメカニズムに基づいている乙とを明らかにする。

れた行為のとり結びは如何にして可能とされて1 . 現代社会における組織の位置
いるのか。ll. < 目的/ 手段> ー図式批判
乙の点について，次のように考えねばならな

い。現代社会は，個々人のパーソナリティ構造
からの無関連化を強化し，固有の水準で内閉す
るよう形式化されているのである。乙の乙とに
よって社会は複雑なものとなりうるし. 機能的
な特定化も可能になるのである。乙れは規範構
造の点、から言えば，愚小限の社会規範の共有に

m. 近代組織論における「意思決定J の位置
1 V . 制度的メカニズムとしての決定
v. < 決定連関〉のメカニズムとしての組織
VI. 自己指示的システム論の視角
w. 接続可能性とシステムへの帰属性
咽. 自己指示的メカニズムとしての< 決定連関>

基づいて，およそ共有し得ないような莫大な量
の，多様な，内容的に高度に特定化された規範
を社会空間内にもたらすメカニズムの存在を含
意するものである。乙のようなメカニズムがあ
るから乙そ. 人々のあいだに相対的にごくわず
かな社会規範の共有しかなくても，人々は高度
に規則的で斉一的な行為を行い得るし. 高度に
特定化された行為のとり結びをなし得るのであ
る。また. こうした形式化されたメカニズムが
大きな問題を引き起乙すのである。
現代は組織の時代である，とよく言われる。

現代社会において組織という社会的なしくみが
繁茂し，それが注目されるとすれば，

IX. < 決定連関> のメカニズムの意義

1 . 現代社会における組織の位置
現代社会。我々はかつて乙れほどまでに不透
明な社会を知らない。大半の人々が大半の規範
を事実的に共有する乙とに基づいて行為がとり
結ぼれるような，いわば単純で透明な社会から
は最もかけ離れている。共有された規範は相対
的にますます減少し，価値や規範は相対化され
ていくにもかかわらず，逆に人々は極めて規則
的11 : ，斉一的にふるまい，行為と行為の関係の
とり結びはますます複雑なものとなり，
とによって多くの乙とが可能とされている。乙
のような高度に規則的な行為，高度に特定化さ

その乙
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為が厳密に形式主義的iζ没主観的にっくり出さ
れねばならないということを知っており，③こ
のような形式的な手続きに従って組織に帰属す
る行為をっくり出す，という乙とである。つま
り，組織において個々人は，自らが行うべき組
織的行為及びそれが関係づけられるべき他の組
織的行為が有するべき論理的( 形式的) 正則性
を根拠に，自らがそれに関係づけられるととろ
の他の組織的行為を弁別し，自ら組織的な行為
をっくり出しているのであり，その結果として，
組織に帰属する行為の予測可能性，計算可能性
が高まるのである。
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乙のように，組織を規則による形式化された
支配装置のもつ形式合理性として捉える乙とに
よって. 高度に規則的で特定化された斉一的な
行為がっくり出される乙とが理解できる。しか
し， Weberは形式合理的な幾つかの特徴を挙げ
たにとどまり，そのメカニズムについての厳密
な解明を欠いている。
乙うしたメカニズムに関する. 極めて示唆に

富んだ考察を行ったのが LuhmannであるP 彼
は，共有された社会規範 u 整合的に一般化さ
れた予期J ) によって，原初的な共同体におけ
る法から実定法iζ至るまで特徴づけようと試み
た。だが，社会の分化，複雑性の増大によって，
裁判手続きが分離された高文化の法以降につい
てはJ 共有された社会規範によって法を規定す
る乙とを断念している。それは社会の複雑化に
よって共有された社会規範が相対的に減少した
にもかかわらず法需要が増大する結果，裁判手
続きる経る乙とによって共有されざる規範が社
会規範として定立されるようになったという点
を的確に捉えたからだ。そ乙で乙うした高文化
の法段階以降については，制度化の制度化とい
うメカニス・ムに焦点を当てて法を捉えていくの

述のような意味で，わずかな規範しか共有され
ていないにもかかわらず，高度に規則的で斉一
的な行為をっくり出し，高度に特定化された行
為のとり結びをっくり出すような装置として捉
えられるべきである。
乙のような視点はすでに Weberによって提出

されている。 Weberの官僚制論は，特定の目的
の達成という点での組織の有効性をめぐるメカ
ニズムを記述したものではない。その主眼のひ
とつは，合法的支配の最も純粋な型としての官
僚制的支配について，その高度に規則的で特定
化された行為のとり結びをっくり出すメカニズ
ムの形式合理性について記述する乙とにあった。
近代的な組織は何よりも，制定規則による合

法的支配として捉えられる。それは単に，組織
に帰属する行為が制定規則を志向する乙とによ
って，高度に規則的なものとしてっくり出され
るという点を捉えるにとどまらない。組織とい
う支配の装置を形式化する乙とによって，組織
に帰属する行為を形式合理的にっくり出すとい
う点、にポイントが存するのである。つまり，規
則の制定，適用iζ形式的な手続を与え，それに
より個々人による規則についての内容的な合意
をいちいち必要とせずに，そうした規則及びそ
れに基づく命令権の形式的合法性についての信
感のみに基づいて，組織に帰属する行為を，高

ザフ，、明ヲヒ

度』ζ規則的な，内容的( 即対象的) に特定化さ
れた. 没主観的で非人格的な( それ故斉一的な)
ものとして形式合理的にっくり出すという点に
ある。
その場合，形式合理性とは次の乙とを意味す
る伊個々人は，①計算可能な規則，形式的に抽
象的な規則に服従しており，②そうした規則の
適用のための合理的専門的な特殊化( 専門知識)
と訓練に基づいて，怒意や計算不可能性を排除

そうした規則に従って組織に帰属する行 である。
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Luhmannl1 : よれば社会が複雑になり，予期
されるべき予期の数と多様性があまりにも大き
くなった結果，もはや規範の共有に基づいて特
定の規範についての任意の第三者の合意を予期
する乙とができなくなると，制度化の過程それ
自体をひとまず制度化し. それに基づいて制度
化の機能を作動させるととになる。それは任意
の第三者の合意を提供する特別の役割( 裁判手
続としての裁判官の役割) を分離し，制度化
する乙とによって，そうした役割を担う者によ
って定式化される規範的予期に，任意の第三者
の合意が想定されるようになる. というもので
あり，規範の共有に基づく任意の第三者の合意
の予期にくらべ，はるかに擬制的な合意の想定，
制度化である。乙のような制度化の制度化を通
じて，任意の第三者の合意をより擬制的に想定
する乙とによって，共有されざる莫大な量の多
様な特定化された規範を社会規範として定立す
る乙とができるようになるのである。
以上をふまえて，我々は組織に帰属する行為
を，高度に規則的なもの，特定化されたものと
して形式合理的にっくり出す，形式化された社
会システムとして，社会システムの一つのタイ
プとして組織システムを捉え，その形式化のメ
カニズムの解明を主題とする。その際， Luhmann 
の制度化の制度化という視角を組織論へと拡張
し. 決定による予期の定立. 妥当のメカニズム
として組織システムを記述するととになる。つ
まり，組織はある形式性を備えた選択としての
決定から構成されるシステムであり，そのよう
な決定によって，メンパーたちの間で共有され
ざる莫大な量の，多様な，高度に特定化された
規範的予期を定立し，また妥当させる乙とがで
きるのである。

11. く目的/ 手段〉ー図式批判
上述のように，組織のメンバーは，ある行為
は組織に帰属し，あるものは帰属しないという
弁別を行っており. 組織に帰属するとされた行
為に対して自らの行為を一定の仕方で関係づけ
る乙とによって，自らも組織に帰属する行為を
っくり出している。とうした営みが，組織に帰
高する合為か有するえさ藤長生を根拠』ζ行われ
るという点11 : ，組織の形式合理性が存するので
ある。乙うした形式合理性の故1 ( ，高度に特定
化された莫大な量の多様な行為が，規則的に斉
一的にっくり出される乙とができるのである。
例えば，あるメンバーが自らの権限外の乙と
をした場合などは，それは勝手にやったととだ
として処理されるだろうし，公式のコミュニケ
ーション経路を逸脱して，その経路外のメンバ
ーの行為を受けて行為しでも，それは私的なも
のとして無視されるととになる。また，自らの
行為が関係づけられるべき組織に帰属する他の
行為を適切に受けて行為する場合も，それが一
定の手順をふんだものでなければ，やはりそれ
は組織に帰属する行為としては発効しないので
ある。組織に於いてメンバーは何が組織に帰属
する行為であり，その中で何が自分に関係する
行為であるかを一定の仕方で弁別し，それに基
. づいて一定の仕方で行為をしている。乙うした
一連の過程を形式合理化する点に組織の核心が
存するのである。
乙のような視点からすると，従来一般に流通
している組織の捉え方に定位するわけにはいか
ない。従来一般に組織は，共通目的の存在，そ
の達成のための計画や調整を通じての共通目的
に対する個々の行為の目的合理的な関係づけ，
として規定されてきた伊乙うした捉え方の核に
は，く目的/ 手段〉一図式をシステムの水準に
投影して，共通目的をシステムの全体として，
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って規定されるのであり. それ放に組織に於け
る階統的な職位秩序はく目的/ 手段> ー秩序で
ある。そうした階統的な位階秩序に裏付けられ
て上から下へと下される命令によって，上位の
目的の未規定a性を行為の指示へと具体化し，同
時に命令への服従という形で動機づけを行う ζ

とによって，共通目的の達成をもたらすという
考え方である。
だが，乙うした考え方も支持されない。目的
についての決定は可能な手段の認知なしには下
され得ないという ζとを考え合わせると，< 目
的/ 手段〉ー秩序としての階統的職位構造とい
う考え方は，単なる命令と執行の分担としての
垂直的分業を意味する乙とになる。乙れは論理
的には組織のトップが最下位の者がとりうる行
為を完全に知っていて，行為を具体的に指示す
るととと同じであり，組織は単一のパースペク
ティプとして捉えられる乙とになり，分業によ
る協働の体系としては捉えられない。しかし.
下位者は独自の環境接触を行うととによって自
律的であり，上位者にはない詳細な事実の把握
や専門知識を持って行為するのであり. 上位者
が命令によって下位者の行為を具体的に指示す
るものとして組織を捉える乙とはできない。さ
らにそれは水平的協働関係に於ける決定の相互
関係を捉える乙とができないし，命令という階
統的コミュニケーションに目的に対する手段の
具体的指示と，そうした活動への動機づけとい
うこつの機能を同時に仕込む乙とは困難である。
以上のように，< 目的/ 手段〉ー秩序として
組織を捉えるととはできず，その困難の補完を
命令関係による階統的地位秩序に求める乙とも
過大な要求なのである。したがって乙うした困
難の核を成している，組織のあらゆる部分は共
通目的に対する手段として資格づけられねばな
らないという考え方は，放棄されねばならない

システムの部分たる個々の行為をその手段とし
て位置づけ，手段の組み合わせの様式としての
組織によって，部分の総和以上のものとしての
共通目的の達成がもたらされるという考え方が
ある。だが乙うした考え方は，我々の視点から
すると次のような理由によって支持できない。
乙のような意味でのく目的/ 手段〉ー図式に

よって組織への行為の帰属が弁別されうるとす
れば，個々の行為が全体としての共通目的に対
する手段として一義的に規定され. 1 3 . つそのよ
うに規定されているζとについてのメンバー聞
の全域的な合意が必要である。つまり①メンバ
、一聞に，共通目的についての全域的な合意が存
在し，@ しかも合意のある共通目的がしかじか
の行為を手段として一義的に規定し，@ しかじ
かの行為が共通目的の手段として規定されてい
る乙とについての合意が存在するが放に，ある
行為が組織に帰属するか否かを弁別でき，④自
らもそうした< 目的/ 手段〉ー秩序の中に位置
づけられる特定の行為を組織に帰属するものと
して行う乙とができるのだ，と考えねばならな

だが乙うした考え方はできない。というのは.
目的自体は適切な手段を導出するζとはできな
いし，まして手段を一義的に規定する乙とはで
きないからである。目的は上位のものほど暖昧
であり，矛盾する複数の手段を許容しうるし，
さらに複数の共通目的が存在して，それらが矛
盾するとともある。また実際lとは. 共通目的に
ついての全域的な合意はほとんど存在し得ない
し，存在する必要もないのである。
乙れに対して，乙うした< 目的/ 手段〉一関

係の未規定性を，階統的な地位秩序に裏付けら
れた命令による調整によって補完するという考
え方がとられるととになる。つまり，職位はく目
的/ 手段〉一関係の中に帰属されるタスクによ

-123-



のである。
乙のようにく目的/ 手段〉一関係によって組

織を捉えるという従来の考え方は，組織に帰属
する行為の関係のいわば内容的側面によって組
織を捉えようとするもので，メンバー間での合
意を要請する理論であり，それには多くの難点
が存するのである。乙れに対して我々は，組織
に帰属する行為が弁別され，それとの関係で組
織に帰属するさらなる行為がっくり出される際
に従う形式性を取り出すととを狙うのであり，
合意の節約のメカニズムの解明を目指すのであ
る伊だが目的や手段といった行為の聞の関係の
内容的側面が，組織において何ら重要な役割を
果たさない，という乙とを主張するつもりはな
い。組織において目的が設定され，目的の設定
を通じて様々な処理を行うととは組織の重要な
機能である。ただ，組織の本体は決定という形
式で帰属する選択をっくり出す制度的なメカニ
ズムとして捉えられ. そうしたメカニズムの作
動として，目的についての決定，手段について
の決定がっくり出されるのだと考えられるので
ある。
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m. 近代組織論における「窓思決定J の位置
組織を< 目的/ 手段〉一秩序によらずに，過

程における形式的なメカニズムとして規定する
乙とのヒントを与えるものが，近代組織論に於
ける意思決定への着目である。特I L . Barnardの
理論には，組織に帰属する行為を. < 目的/ 手
段〉一関係という内容的側面によってではなし
意思決定相互の関係づけのメカニズムを通じて
非人格的なものとしてっくり出される組織的意
思決定として規定しようとする着眼がある。
伝統的組織論では，組織上の種々の職位に公
式的に配置されている客観的権威に目を奪わ
れて，意思決定は注目されなかった。だが.

Barnadll : よれば「権威と組織内伝達の公式的
構造の基底にあるものは，伝達ラインの職位全
般にわたって配分されている相E 作用的な意思
決定過程Jであり， ζれが. r協働体系の諸要素
を総合してたえず具体的過程にまとめる，組織
行為の本質的過程であるとみなしうるものであ
る」とされる。(，- + Barnard (1938=1968: 195)) 
つまり. Barnardは組織の本質を単純に共通目
的を端緒とするく目的/ 手段〉一秩序に求めずに，
組識の構造の基底にある形式的な過程に注目し
て，意思決定という形式的な過程に求めている
のである。さらに実体的にはあらゆる意思決定
は個人が行っているが，そうした意思決定一般
の中から組織に帰属する意思決定を，その非人
格的な性格によって抽出し，組織的な意思決定
は他の組織的意思決定との相互関係において作
られていくという見方を呈示しているのである。
しかし Barnardの場合乙れは着想にとどまっ

ている。つまり，組織的意思決定という形式的
な過程としてのシステムとして組織を捉える乙
とはせず， ζうした形式的な帰属/ 非帰属のメ
カニズムとは別立てに組織を規定し，組織にお
ける意思決定として扱ってしまうのである。組
織は，共通目的の達成のための「協働システムJ
の中核的な下位システムとして，共通目的，貢
献意欲，コミュニケーションからなる，意識的
に調整された人閣の活動や諸力のシステムとし
て規定される。乙うして，意思決定過程とは別
個に組織の規定を与えておいて，様々な構造を
有する組織においてそれらが意思決定にどのよ
うに作用するかを問うのである。あきらかに，
意思決定の内容の合理的な決定に着目し，決定
内容の合理的決定をく目的/ 手段> 一関係によ
って捉えるものなのである。
Simon Iとあっては，組織は一定の組織目的を
あらかじめ与えられている協働行為のシステム
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ィtされた選択であるP 即ち，その非受容とメジ
パーシップの保持が両立しえないというととに
ついての，任意の第三者による規範的予期につ
いての，大半のメンバーによる認知的予期が存
在するような選択であるF つまり，当の選択を
受容せずにメンバーであるととはできないはず
だとみんなが思っているというととが，誰にも
わかるような選択である炉決定というのはとの
ような広義の公式性を帯びた選択であるが故に，
組織に帰属する選択であると見なされるのであ
る。また選択によって定立される予期も，第一
次的には広義に公式化されるのである。従って
形式化のメカニズムとして組織を捉えるという
我々の議論の焦点は，選択が広義に公式化され
る，即ち決定として資格づけられるメカニズム
にある乙とは言うまでもない。
そうしたメカニズムの核心は， 狭義の公式化
にあり，それは特定のコミュニケーション条件
の受容と手続の受容をメンバーシップ条件とし
て制度化する乙とを意味する伊乙れはLuhmann
の制度化の制度化という発想を組織論に用いた
ものであり，特定のコミュニケーション条件と
手続というほんのわずかの規範をメンバーシッ
プ条件として制度化するととによって，それに
他の一連のメカニズムが結合されて決定が資格
づけられ，それによって莫大な量の予期が広義
に公式化され，さらに制度化されうるのである。
だが，法の場合の制度化の制度化としての裁
判手続の制度化の場合，それは社会を均質に
覆う単一の手続として制度化され，決定を集
権的iとっくり出す。それに対して，組識におい
ては決定をっくり出す能力を各メンパ一点に散
在させるのであり，それによって分業を可能に
するのである。乙のととは決定をっくり出す形
式化のメカニズムに次のような要請を立てる乙
とになる。即ち，決定荷主ゐ畠余白合商品与ゐ

として，意思決定のネットワークとは別に立て
られ，組織に於ける意思決定が様々な影響力の
作用によって，所与の目的に対する手段として
の合理性を高度に獲得する仕組みを記述すると
とが主題とされた。つまり，組織における意思
決定の内容の合理的な決定に着目し，組織の構
造的メカニズムから出発して，意思決定の内容
の合理的決定をく目的/ 手段〉一関係によって
捉える乙とのみを問題としたのであるP
結局近代組織論の力点は. 職位構造や影響力
などの組識の構造的諸作用による決定前提の供
給を通じての，組織における意思決定の内容の
合理的な決定にあり，意思決定の内容の合理的
な決定をもっばらく目的/ 手段> 一関係によっ
て捉えるのである。つまり，近代組織論は，意
思決定を組織における事実的な平面での選択と
してモナド的lζ取り出して，それへの構造的諸
作用の把握をお乙なうものなのである。

F  
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IV.制度的メカニズムとしての組織
乙れに対して我々はあくまで. * I l 議主ふろ L

ステムの要素が構成され関係づけられる形式性
として決定を捉えるのであり，そうした決定閣
の関係がどの程度決定内容になるかについては，
ひとまずオープンにしておくのである。つまり
組織というシステムに帰属する要素が弁別され，
それに基づいて組織に帰属するさらなる要素が
形式合理的にっくり出される際の，個々のメン
バーが根拠とする乙とができるような形式性と
して決定を捉えるのである。したがって組織を
事実的な平面でのモナド的な選択へと分解する
のではなく. 組織に帰属すると想定される他の
要素との関係のなかで，さらなる要素が組織に
帰属するものとしてっくり出されるという，制
度的な水準で決定を捉えているのである。
ひと口で言うと，決定とは広義の意味で公式
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とが可能になるのである。それ故に決定は. r組
織の決定J として没主観的なものとしてっくり
出される乙とが可能になるのである。
だが，そ乙で注意しなければならないのは次
の点だ。他の決定と相互依存しで決定が構成さ
れるといっても，そうした機成過程に於いて関
係づけられる他の諸決定が実際に決定された乃
至決定される乙とになる，という乙とを意味す
るものではない。乙の乙とは極端に単純なシス
テムに於いてなら別だが，一般には最適原理に
よる決定は不可能だというととに対応している。
それに対し，個々の決定は. それぞれ自らにと
って選択的に関連するもの. 所与と見なされる
ものとして扱われうる他の諸決定の織りなす地
平の中へと構成されるのであり，そうした構成
メカニズムは擬制的な想定をともなって作動す
るひとつの制度的なメカニズムなのである。そ
れは，それぞれの決定が，自らと関連するもの
として扱われうる他の諸決定の全てが実際に決
定された乃至決定される乙とになるという ζと
を前提する乙とができる. という乙とを可能に
するのであり，乙れが満足原理による決定の制
度論的な基盤なのである。

毛必妻なものとし選択の帰属過程の結節点を
個由化するととによって決定を与; ら出すとふ
つまり.figゐ告決定Lニ走ゐ愈まも商品与合ち
れる乙とによって一一一一乙のととは他の決

V . く決定連関〉のメカ二ズムとしての組織
上述の通りわれわれは. r決定A と決定 B と
が連関して，決定A が決定B の決定前提になっ
ている」というふうに，組織を選択の事実性と
しての意思決定に分解して意思決定相互の関係
を記述するζとを目指すのではない。選択を制
度的な水準で決定として資格づける，制度的な
メカニズムとして組織を記述する乙とを目指す
のである。
決定が再帰的に構成されるといっても. ある
決定が関係づけられるべき他の諸決定が実際に
決定された，或いは決定される乙とになるとい

定によって構成される決定状況における没主観
的，非人格的対処を保障するものであるが一一
一一一，そうした決定連関の中の一点として選
択が構成される乙とを通じて，選択に公式性が
付与され，決定として資格づけられるようにし
て決定をっくり出す乙とになるのである。
乙のような意味で，如何なる決定も他の決定

との関係なしには下されえないのであり，人は
何かが既に決定されている. 或いはそれにより
さらなる決定が下されるだろうから決定するの
である。したがって決定はパラパラに孤立した
現象として把握されないのであり，決定は他の
決定なしには決定しえないという意味で相互に
条件づけ合うのである。つまり，諸決定は相互
に状況を規定し. 相互に相互の決定前提として
機能し，乙うした相互関係において決定は自ら
を決定として資格づけるのである。乙のような
意味で我々は，決定が他の諸決定の連闘を構成
し，そうした連聞に自らを一定の形式で関係づ
ける乙とによって，自らを決定として資格づけ
るLふろ在走を. 決走毛主晶岳le*量nJGするj与え
的なメカニズムlと定位するのであって，決定内
容の確定は二次的な問題である。
というのは，乙のように決定が再帰的に織成
される仕方のうちに乙そ. 組織の形式合理性が
見て取られるからだ。決定の再帰的な構成は，
決定連関としてのシステムが再帰的に閉じる乙
とを意味するのであり，さらに再帰的な構成過
程が形式化される乙とにより，決定が，システ
ム外的な要因( 例えば，メンバーの窓意，個人
的価値観など) に依存せずに，純粋に決定連関
としてのシステムによって構成されるという乙
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う乙とは，当の決定を構成する際iと確証されえ
ない。そ乙で乙うした構成過程においては，次
の乙とが実現されねばならない。即ち，関係づ
けられるあらゆる決定が実際に決定された，或
いは決定される乙とになるという乙とをそれぞ
れの決定が前提する乙とができる，という乙と
である。そ乙で組織は，そもそも決定という形
式で選択が行われる乙とを，そうした形式を有
さない選択，偶然の予期，環境における出来事
にくらべ，より蓋然的なものにするメカニズム
を決定過程に仕込んでいるのである。そうした
メカニズムによって，錯綜したリアリティーの
中から組織を決定連関として際立たせる乙とが
可能になり，個々の決定からは，当該システム
が決定から成るものとして現象する乙とになる。
それに基づいて・決定が構成され，システムが構
成される乙とが可能になるのである。
乙のようなメカニズムとして，く決定の決定>
というメカニズムとく決定の想定> というメカ
ニズムを挙げる乙とができる。決定の決定は，
個々の具体的な水準での選択が連結されるとい
う乙と，即ち決定前提の決定，を意味するもの
ではない。単なる決定と，決定の決定は明らか
に決定という過程の水準の違いがある。決定と
いう過程が決定という過程に向けられ再帰的に
されるという乙とは，決定するか否か，いつ決
定するか，どのような決定を決定するのかを決
定するために，常Iζ拠所とする乙とができる，
言わばメタ的な過程水準が構成される乙とを意
味するのである。乙の乙とは換言すれば，決定
という過程の同一性が一定の形式性として構成
され，決定という過程の同一性によって，具体
的な決定の拠所となるメタ的な過程水準と具体
的な水準での決定過程とが関係づけられる乙と
になるのである。
決定の想定というメカニズムは，組織におい
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ては決定以外に関係づけを行う要素は存在しな
いが，どの決定も，それに自らを関係づけ，そ
れによって自らの状況が構成される乙とになる
他の諸決定を確証する乙とができないという事
態に対処するものである。乙のような事態にも
かかわらず組織の存立が可能になるのは，次の
乙とによる。即ちそれぞれの決定過程において
メンバーは，自らが行う決定が関係づけられる
乙とになる他の諸決定が決定として下された，
乃至下される乙とになるという乙とを想定し，
それを前提とする，という乙とによってである。
組織における決定のリアリティーはメンバーに
よる擬制的想定として選択されるのである。
乙のように決定の想定は，ある決定がそ乙の

中へと構成される乙とになる，他の諸決定の連
関としてのシステムを，錯綜したリアリティー
から際立たせ，不確定なものとして主題化する
乙とである。そのメカニズムは個々の具体的な
決定の水準と，それに対してメタ的な水準の双
方に関わり，両者を関係づけるものである。そ
れはひとつには，ある決定A が構成される際lと
決定A - B - Cではなく決定A - C - E という
連闘が想定されるという意味で，個々の具体的
な決定の水準での選択的な想定に関わるもので
ある。乙の水準での決定の想定は，決定状況を
喚起する公式の伝達の内容，決定を下す当該職
位の職務レパートリーとしてのプログラム，他
の職位のプログラムについての知識，文書や記
録の参照，等によって枠づけられる。
まだ，ある時点の決定A が産出される際に想

定される決定連関と，別の決定 B が産出される
際に想定される決定違聞は，決定の想定が選択
的なものである点や，決定が再帰的に構成され
る点iとより，当然異なったものである。にもか
かわらず，それらが同じく決定連関という形式
を有し，同ーの組織に帰属するものとされるの
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過程の結節点を個別化し，組織に帰属する選択，
公式の選択である決定をっくり出す能力を組織
内のメンバー各点に散在させる。それにより，
各メンバ一点で共有されざる莫大な量の特定化
された予期を制度的なものとして組織内にもた
らすととが可能になり，高度に規則的で特定化
された行為の関係のとり結びをっくり出すζと
が可能になる。決定能力の散在は，メンバー各
点における多様なパースペクティプによる問題
解決を可能にする。とのように< 決定連関〉の
メカニズムは，組織を分業による協働の体系と
して存立させるととを可能にする本質的なメカ
ニズムなのである。さらにとのメカニズムは，
典型的にはプログラム化する決定として，組織
の構造についての決定をも可能にするのであり，
それにより，かなりの程度任意の予期を可変的
に制度化するととを司能にするのである。
以上のように，組織というシステムの要素が
要素として再帰的に構成される仕方の内Ir:，つ
まり事実性の水準で・の選択が制度的な水準で決
定として資格づけられる仕方の内に，組織とい
うシステムの同一性を見てとるととができ，組
織の本質的なメカニズムを抽出するととができ
るのである。

VI. 自己指示的システム論の視角
上述のように. 組織というシステムの要素と
しての決定が再帰的に構成され，決定として資
格づけられる仕方の内Ir : ，組織の本質的なメカ
ニズムがもとめられるのであった。ぞとで以下
では，そのようなメカニズムは如何なる装置に
よって記述されうるのかを論じておく。
要素の再帰的構成という視角は，自己指示的
システム理論の核を成すものである日的社会シ
ステムを自己指示的システムとして解釈する試

は，次のととによる。組織には具体的な選択の
水準での錯綜したりアリティーの中から，決定
連関という形式の要素連闘を際立たせる意味的
な装置が存在する。それは，組織というシステ
ムの同一性の形式がメタ的水準で構成され，個
別具体的に見出される決定連聞はそうしたメタ
的水準での同一性形式としての決定連関の具体
的な適用ケースとして解釈されるととにより，
決定連関としての形式性が保障されるととにな
る，というものである。つまり，①システムの
過程の同一性としての決定が構成され，そのよ
うな決定が関係をとり結ぶシステムの同一性の
形式としての決定連闘がメタ的水準で構成され
る。②そのような同一性形式としてのメタ的水
準での決定連聞に基づいて，具体的な個々の決
定の水準で決定の想定によって具体的水準での
決定連闘が想定され，錯綜したリアリティーの
中から決定連関として組織が浮かび上がる。@
乙のようにメタ的水準の決定連聞に基づいて.
具体的水準の決定連闘が想定されるととによっ
て，初めて決定が他の諸決定の連関との再帰的
な関係の中へと構成される乙とが可能になるの
である。
とのように，メタ的水準? でのシステムの同一

性形式としての決定連闘が構成され，それに基
づいて具体的水準での組織のリアリティーとし
ての決定連闘が想定され，決定が他の諸決定の
連関との再帰的構成関係の中で構成されるとい
う一連のメカニズムは，組織の最も本質的なも
のであり，われわれはそれをく決定連関〉のメ
カニズムと呼ぶ。とのメカニズムは，まさにメ
ンバーが形式的なメカニズムiζ志向的に従って
組織に帰属する決定をっくり出すという意味で，
組織の形式合理性の核を成すものである。また，
とのメカニズムによって決定の再帰的な構成関
係を設定するととを通じて，組織は選択の帰属
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みは，既に Luhmannlζよって行われている。
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Luhmannは自己指示的システムを次のように規
定する。システムを成り立たせている要素をシ
ステムが自ら機能単位として構成し，乙うした
諸要素の聞のあらゆる諸関係のなかで乙の自己
構成への参照を随伴させ，それ故ζのように自
己構成が刻々と再生産される場合に，そのシス
テムは自己指示的である。乙の意味で自己指示
的システムの諸録作は必然的iζ自己接触のなか
で行われるのであり，環境接触の形式としては
自己接触以外に持ち得ないのであり，乙の点lζ
回帰のテーゼが要素の間接的自己指示のテーゼ
として含まれている。即ち例えばある行為が他
の行為の予期を経由して自らを規定するように，
諸要素は他の諸要素を経由した自己自身への再
帰的な関係づけ，つまり他なるものを自ら分節
し，それに基づいて自らを分節するという意味
で・の再帰的関係づけを行っているのであり， ζ

の意味での要素の自己指示としての基底的自
己指示 (basale Selbstreferenz) は自己指示
的システムの最小限の形式であるという。( ，-
(Luhmann 1984:59-60， 600)) 
乙の自己指示的システムの規定には，自己創

出的な( autopoietic) 再生産が含意されてい
るUI}①システムの要素は. 同じくシステムの生
産物たる他の要素との再帰的関係づけを通じて
生産されるのであり，生産されたものからさら
なる生産が行われるという意味で再生産である。
@ また，ど乙までもシステムを成り立たせる要
素が再生産されるのであって，何かほかのもの
が再生産されるのではないという意味で，自己
再生産である。@ さらに. 自己創出論で諸要素
の相互作用の因果的循環としての回婦を，意味
論的に読みかえて( 一一因果関係は時間の不可
逆性を前提するが，それは社会システムの場合
意味論的に把握される様々な諸形式に基づいて
初めて可能になると Luhmannは考える一一ー) . 他
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なるものを自ら分節し，それに基づいて自らを
分節するという再帰的関係づけによって自己再
生産を行うのであり，自己創出的再生産であ
るU2}

Luhmann によれば，上の 3点には次のととが
含意されている( '-Luhmann (1984: 60 f) )。
自己創出論はシステムが自己再生産する際のい
かなる操作も環境には存在しえず，システム自
体の操作として存在しなければならず，それ故
閉じているという乙とを前提する。したがって
社会システムは，システム内部でどのような意
味単位がシステムの自己再生産を可能にするの
か，それ故どのような意味単位が繰り返し再生
産されねばならないのかを規制するために，自
ら固有の操作様式を定義しなければならない。
乙の固有の操作様式の定義は，形式的にはシス
テムの単一性 (Einheit) の構成として刻々と継
続してなされ，要素の単一性の構成は乙の操作
様式にしたがって，故lζシステムの単一性の構
成を参照して行われる乙とになるU3}いかなる場
合も要素の単一性として働くものは， システム
の単一性に対して単一性として構成されるので
あり，要素の単一性はシステムの単一性と相関
的なものであるとされる。換言すれば，要素の
類型はシステムの類型と椙関的なものである。
例えばひとつの行為は神経生理学的に様々な要
素にさらに分解されうるが，神経生理学的諸要
素の組み合わせによっては行為のシステムを構
成する乙とはできず，行為のシステムの単一性
は崩域する。乙の意味で，要素の単一性はシス
テムの単一性を壊す乙となしに下回る乙とので
きない意味単位なのである。
乙のような形で社会システムを自己創出的再

生産を行う自己指示的システムとして捉えると，
行為の接続可能性が社会システムの根本問題に
なる。社会システムの自己創出的再生産は，同



ーの要素の反復的な生産を意味するのではなく，
尚一でえない諸委去か岳続されて生産されてふ
くという乙とを意味する。したがって現象的に
は社会システムの自己創出的再生産は，行為が
出来事として刻々と生起し消滅するにもかかわ
らず，また他者との二重の不確定性にもかかわ
らず，他の行為と接続されていくという事態を
意味する。乙のような接続可能性を確保すると
とが社会システムの根本問題であり，接続可能
性を確保するものとして構造を位置づけ，乙の
点から構造形成や構造変動を捉えていくという
のが Luhmannの議論の戦略である。
行為の接続可能性は，直接的には要素たる行
為の単一性が，接続行為の不確定性に対して聞
かれたものとして構成されるととによって確保
されるととになるが，その単一性の構成につい
ての Luhmannの議論は明確なものではない。
ととでおもいきり単純化して次のように考える

ζとができる。行為の接続可能性を確保する単
一性は，ひとつには，より復維な選択生起と L
てのコミュニケーションをより単純な選択生起
としての行為に還元する乙と，さらに行為に関
する予期を安定化する乙とによって梅成され
る。コミュニケージョンと行為は何ら実体的な
区別ではなく，その選択性の違いを分析的に区
別したもので・あり，社会システムの要素はコミ
ュニケーションであり同時に行為でもある。社
会システムを刻々と構成していくという側面か
らみると，コミュニケーションが社会システム
の構成的要素である。そしてコミュニケーショ
ンは他のコミュニケーションとの速闘を関係に
入れるととを通じて自己自身と再帰的に関係を
もつのであり，との意味で基底的自己指示をも
っ。しかしコミ a ニケージョンは，情報自体の
選択性，情報の伝達の選択性，理解の選択性( 受
容の選択の予期) という三つの選択性が統合さ
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れたもので非常に複雑なものである。また，あ
るものを他のものから区別して情報獲得を行う
操作としての観察はコミュニケーションとして
生起する。したがってコミュニケーションそれ
自体は観察不可能である。そ乙でコミュニケー
ションをシステムに帰属する選択としての行為
に還元するζとによって観察を可能にしている。
コミュニケーションは名宛人を確定され，時点
を確定され，上の三つの選択性をいちいち考慮
する必要なく単にシステムに帰属する選択とし
て単純化され，それが接続点、となるのである。
例えばコミュニケーションを事実の連鎖のよう
に思念する場合. それは既に行為lζ還元されて
いるのである。乙のようにコミュニケーション
過程は同時にシステムの自己単純化の過程を伴
い，選択的生起を行為として捉え，行為に関し
て予期をおとなうのである。そして. 行為に接
続する行為を可能iとするのはそのような予期の
安定化であり，それは二重の不確定性という状
況下で事実的に生起する選択，行動の継起を通
じてもたらされると考えるのである。とれは接
続可能性を事実性の問題として置く ζとになり
かねない。またとの議論は行為の接続は如何K
して可能かという問いのもとに. 接続可能性は
予期構造によって可能になり，予期構造はシス
テム形成によって可能になり，システム形成は
行為の接続によって可能になるという循環に陥
ってしまうのである。

VH. 接続可能性とシステムへの帰属性
そζで我々は，接続可能性の問題を次のよう

に考える乙とにする。上述のようにシステムに
帰属する行為は，同じくシステムに帰属するも
のと想定される他の諸行為が弁別され，それと
の再帰的な関係づけを通じて構成される. つま
り接続される。組織という社会システムを成り



立たせている組織的行為は. あれは組織に帰属
する行為だ，あれは組織には帰属しない行為だ
という弁別に基づいて，組織に帰属するとされ
る行為を前提としてそれに自らの行為を一定の
仕方で関係づけるととによって，組織に帰属す
るものとして構成される。例えば「補助金の申
請に対する認可の決定」という組織的行為は，
もちろん補助金の認可という行為の内容と，組
織に帰属する行為としての決定という形式とは
不可分であり，両意味水準は一体となっている。
しかし組織に帰属するさらなる行為の接続を聞
くのは， しかじかの行為という行為の内容では
なく組織に帰属する行為としての決定という形
式性なのである。乙のような営みは組織の関与
者( メンバー) 自身が行っているのであり，乙
のような行為の構成の営みの中で組織というシ
ステムはリアリティーとして現象するのである。
したがってζのような営みを記述する乙とを通
じて，そのシステムの記述が与えられるのであ
る。
ただしそれは当のシステムについての関与者

のイメージを記述する乙とではない。「わが社
は電気メーカーだ」といった，関与者( メンバ
ー) の組織イメ・ージを記述するのではないので
ある。関与者を介して作動する，帰属を資格づ
けるメカニズムを記述するのである。また必ず
しも，システムに帰属する行為はしかじかのも
のだと関与者が意識しているものを記述する乙
とでもない。通常，組織というシステムに帰属
する行為はしかじかのものだという乙とを関与
者( メンバー) が意識的に把持している乙とは
稀で，明確に意識される乙となく帰属/ 非帰属
の弁別が与えられ，組織に帰属する行為がっく
り出されているのであり，帰属/ 非帰属は疑わ
しい状況において問題化するにすぎなし、。シス
テムへの帰属性を与えるものは，関与者が有す

る解釈枠組なのである。また，関与者の解釈を
経由するといっても，帰属/ 非帰属は関与者に
よって慾意的に弁別されるのではない。帰属/
非帰属の弁別を規制する枠組は，システムによ
ってっくり出され，いわば制度的な水準で与え
られているのであり，関与者によって分有され
ているのである。その意味でそうした枠組は，
システムの部品なのである。システムへの帰属
性を与えるのは，比輸的に言うならば，いわば
システムの自己解釈原理として関与者に与えら
れているのであり，関与者はそれを解釈枠組と
して遂行しているのであり，それが行為の接続
をっくり出すのである。
選択A を受けて選択Bが接続される場合，選

択A は選択B を決定するのではなく選択B は様
々な可能性をとりうる。同様に行為i乙行為が接
続する場合，行為の接続の可能性はある範囲で
聞かれているのであり，ある行為の意味はそれ
に接続すると見込まれた行為によって決定され
るわけではない。行為は接続行為の不確定性に
対して聞かれたものとして構成されるのであり，
乙の点が社会的秩序の不可欠の特徴である。乙
のようにある範囲で聞かれた接続可能性を秩序
として取り込んで、いるメカニズムが，システム
への帰属性をめぐるメカニズムなのである。あ
る行為がある選択内容，情報を有しているから
接続が聞かれるのではなく，第一次的にはそれ
が当のシステムに帰属する行為であるから接続
がひらかれるのであって，行為の内容は二次的
なものである。
そ乙で，より高次の秩序段階の諸形式を前提
として，それがどのようにいわば解釈原理とし
て作用する乙とによって帰属性をっくり出し，
行為の接続をっくり出すのかを記述するという
方向で議論を進める乙とが考えられる。様々な
種差を持つ諸行為を皆システムに帰属するもの
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とするためには， システムと環境の差異に基づ
いてシステムの同一性が何らかのかたちで構成
されていなければならない。したがってシステ
ムへの帰属の弁別に基づいて行為を構成すると
いう要素の水準での操作の中に. システムの同
一性の構成，参照という契機が含まれるのであ
る。故iζ，帰属性をめぐるメカニズムはシステ
ムの同一性の構成という方向から明らかにしな
ければならない。乙のシステムの同一性の形式
が，要素の帰属の有りかた，接続の有りかたを
規制し，システムの類型的特性をっくり出す乙
とになるのである。例えば，組織のようにシス
テムの同一位が高度に形式化されたシステムで
は，帰属が行為の内容に( 全く依存しないとい
う乙とではないが) 非依存的にされるため，様
々な行為が許容され，複雑なシステムの形成が
可能である。乙れに対し，特定の目的の達成の
ためにつくられた集団のようにシステムの同一
性があまり形式化されていないシステムでは，
当の目的に対して一義的に手段としてみなされ
るというふうに帰属が行為の内容に大きく依存
し，複雑なシステムの形成は困難である。この
ようにシステムの同一性の構成という視角で帰
属をめぐるメカニズムを解明する乙とは，多く
の知見をもたらす乙とになるのである。

¥ m . 自己指示的メカニズ広としてのく決定連関>
Luhmannの議論においては行為の帰属の問題
は，たかだか動機，利害などの意味論による帰
属過程の問題とされ，システム自体のメカニズ
ムとしては展開されない。しかし，われわれが
帰属をめぐるメカニズムを記述する際におおい
に参考になる考えが出されている。 Luhmann
は自己指示の三つの形式として，要素の自己指
示としての基底的自己指示，過程の自己指示と
しての再帰性(Reflexi vi t批) ，システムの自己
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指示としての反省( Reflexion) の概念を提出
する。われわれは乙れらを同一性の構成のメカ
ム云よ主 Lそ主癖寂し毛ろした同一性の構ilt
を参照して要素が構成されるととにより，要素
にシステムへの帰属性が付与され，その単一性
が一定の形式を持つものとして構成され，ある
範囲で聞かれた可能性にたいして接続可能にな
ると考えるのである。
指示 (Referenz) は，ある区別の枠内においで
あるものを指示する操作であり，自己指示は指
示の操作が指示操作によって指示されたものの
中に含まれている乙とを意味する。つまり自己
指示の操作は，それ自体が属する何らかのもの
( = 自己) を指示するのであり，常に区別に導
かれて. そうした操作が自らをそれとして同定
すると乙ろのものを指示するのである。その場
合，どの区別にしたがって自己自体が規定され
るかに応じて 自己指示の三つの形式が考えら
れる。
まず，要素と関係の区別にしたがって要素が

指示される場合，自ら指示する自己は要素であ
り，それを基底的自己指示という。乙れは自己
指示の最小限の形式で、あり，いかなる自己指示
的システムにも備わっているものである。その
場合次の乙とが注目される。自己創出的再生産
は，要素が当のシステムの要素として再生産さ
れるのであり，何か他のものとして再生産され
るのではないという乙とを保障するために， シ

ステムは自己観察を行う。上記の自己指示的な
コミュニケーション過程において，< システム
/ 環境> ー差異に基づいてシステムに帰属する
ものとして行為を指示し，コミュニケーション
を行為に還元するのであり， 乙うした操作自体
がコミュニケーションによってなされる，即ち
システム自体の操作としてなされるので，自己
観察なのである。 したがって自己観察は，くシ
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うな形で，構成されたりする。したがって乙の
ような原初的な同一性しかもたないシステムは.
ある行為があるζとがらに関する行為であるが
故にシステムに帰属するものとされ，それに対
して自らもそうしたととがらに関する行為とし
て構成するととによって接続を行うのであり，
行為の単一性自体も形式化されえず，接続可能
な行為のヴァリエーションも隈られたものにと

ステム/ 潔境〉一差異を，その差異によって自
らを構成する当のシステムに導入するととであ
り，乙れはいかなる自己指示的システムにもみ
られるととである。ただし，それはζのような
自己指示的な区別の操作がコミュニケーション
を通じて孟会きホをふ名主ふろ事実』在で、あって，
関与者によって意織されているとか，システム
の同一性が主題化されているとかを意味するも

どまるのである。
乙れに対して自己指示の形式として再帰性や

反省を持っているシステムは，より形式化され
たシステムとして捉えられる。というのは再帰
性や反省は，可能性の代替の準拠を形式的に構
成しそれに基づいてより広範な代替を可能とす
るという意味で，同一性の形式化のメカニズム
として捉える乙とができるからである。そして，
組織はく決定の決定> という再帰性とく決定の
想定〉という反省を有する，形式化されたシス
テムとして捉えられるのである。再帰性は過程

のではない。
したがって基底的自己指示によって，システ

ムの最も原初的な同一性が構成されていると考
えられる。自己指示として基底的自己指示の形
式しか持たない単純なシステム，形式化の程度
が低いシステムでは，個々の状況に対して距離
をとり，それに対して様々な選択をっくり出す
というととができない。換言すれば，ある行為
に対する接続の可能性が小さいものに留まらざ
るをえない。それは，同一性の機能を考えれば
明らかだ。同一性の機能は，様々な可能性の間
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の同一性の構成に基づいて，
帰属する要素の関係を，それらが関係をとり結
ぶ形式として主題化するのであり，反省はシス
テムの同一性形式の構成に基づいて，その時々
のくシステム/ 環境〉一関係を不確定なものと

システムとそれに

して主題化するのである。

の代替を可能にする乙と，聞かれた可能性に対
する接続を確保する乙とにある。しかし基底的
自己指示のみによって緯成される同一性は，お
よそ如何なる社会システムでも持っているよう
な原初的なものであり，それは形式化されてお
らず，主題化されず，単にコミュニケーション
の遂行として示されるのみのものである。そう 過程は，具体的な選択的出来事が相互に時間

的に( 意味論的な前後関係として) 連結され，
先行する選択乃至予期される後行する選択が選
択前提として個々の選択の中に組み込まれる乙
とによって，成立する。個々の選択的出来事の
成立は. 先行する出来事と後行する出来事の選
択性に負っているのであり，個々の選択的出来
事は先行，後行する諸過程の単一性を構成し，
そうした過程の単一性として自らを指示すると
いう自己指示によって過程は成立する。例えば，
ある人が議論をし，途中で、けんかになり，なぐ

した原初的同一性は，コミュニケーションの主
題の制約として矯成されたり，つまりある乙と
がらについての行為によって成るシステムとい
うぐあいに，同一性が行為の内容として構成さ
れたり，また，システムへの関与者の制約とし
て構成されたり，つまりある一定の人々による
行為から成るシステムとして同一性が構成され
たり，また. 行為の時間的制約として，現在刻
々と行為が生起する限りでは同一性が認められ
るが，いったん中断したら同一性が消滅するよ
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たがって，決定の決定は. 単なる決定とはあき
らかに水準を異にするものであり，単なる決定
という過程の関係のとり結びを形式化するζと
によって形式化された過程の同一性の水準を構
成するのである。結論的にいえば，再帰性のメ
カニズムの中で，過程としての選択が主題的に
分離され，そうした選択を可能にする形式的諸
前提として，手続の経由，その前提としての他
の決定の想定，その前提としての公式の伝達の
受容，その前提としての他の決定の認知，その
前提としての手続の経由，…. . . ・H ・. .という循環
が構成され， ζうした循環的な形で備給される
選択の形式的諸前提の総体として，過程の形式
としての決定が構成されるのである伊} そして乙
のような過程の同一性形式が構成される乙とよ
り，個々の過程の水準における過程の単一性の
形式性が強化されるのである。
システムと環境の区別に基づいて，システム

がその環境との差異において自らを指示する場
合，反省が成立する。反省と自己観察との違い
は，次の点にある。自己観察は. コミュニケー
ションを通じてシステムと環境がパフォーマテ
ィプに分節され，システムの同一性がパフォー
マティプに構成されているという事実性を特徴
づけるものである。乙れに対して反省の場合，
自己観察において遂行される分節視点を主題化
するのであり，それにともなってシステムの同
一性が形式化され，自己観察としてパフォーマ
ティプに与えられたシステムの同一性を主題化
するのである。
反省は自己観察を通じであたえられるくシス
テム/ 環境〉ー差異をコンテクストにしたくシ
ステム/ 環境〉の複数の関係づけを，さらに関
係づけるものである。自己観察においては，あ
る問題設定のもとに，ある分節視点からシステ
ムと環境がパフォーマティプに分節されている。

られて，けがをして病院に運ばれるといった単
なる出来事連鎖は，過程とはいえない。という
のは，ある出来事が，他の出来事との連関の中
ではじめて成立するという複合的事態の単一性
を構成し，そうした単一性として自らを指示す
る場合に過程が成立するからである。過程の諸
要素には，同じ類型が要請されているのである。
いくつかの決定の連鎖が過程であるためには，
その中のある決定が，そうした決定連鎖の中で
はじめて成立するという事態を決定の連結の単
一性として構成し. そうした決定連結という単
一の事態のー契機として自らを指示していなけ
ればならないのである。
乙のような過程の自己指示がさらに個々の諸

過程によって分節される場合に，即ち，ある過
程が自らに帰属する自己指示の操作をさらに関
係づけるととろの自己としてはたらく場合11:，
再帰性が成立するのである。それ故再帰性は.
自己抱示それ自体がそ乙へと帰属されると乙ろ
の単一性が構成されねばならないのであり，い
わば過程の同一性が形式化されて事実的犯生起
する選択としての諸過程に対してメタ的な水準
で構成されねばならないのである。決定という
過程は，それが他の諸決定との連関の中に組み
込まれたー契機として自らを指示する限りで過
程たりうる。く決定の決定〉は決定過程の再帰
性であるが，それはある決定の際に，他の諸決
定の，決定( という過程) としての単一性を当
の決定において妥当させるのであり，その意味
で過程の自己自身への適用なのである。決定の
決定という再帰性は，個々の具体的な選択活動
としての決定の根底にある，そうした諸選択の
関係のとり結びの形式を過程の同一性として構
成するのであり，関係のとり結びの形式として
ゐ通産ゐ向二在愈まを畠4ゐ具品自走主1k岩動
としての決定に適用し妥当させるのである。し
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反省は乙うした問題設定，分節視点を問題化し
主題化するのである。その場合，環境に対する
システムの関係づけという，自己観察を通じで
あたえられるくシステム/ 環境> 一差異に対し
てはメタ的な水準で‘コンテクストが設定され，
乙うしたコンテクストに基づいてその時々のシ
ステムと環境の不確定な関係設定における不確
定でない関係設定原理としてシステムの同一性
形式が構成されるのである。その場合再帰性を
通じて構成された過程の同一性形式が， システ
ムl乙帰属しないものとの対比で対象化されて，
システムによるくシステム/ 環境〉一関係の分
節というコンテクス卜に対して，不確定でない
関係として，そのような分節の原理，関係設定
原理としてシステムの同一性形式として構成さ
れるのである。乙のように反省は，F ( X ) とい
う関数的同一性としてシステムの同一性形式を
犠成し，それに基づいてその時々のくシステム
/ 環境> 一関係におけるシステムを，その関数
が特定値をとったものf (0) として主題化する
のである。乙のような同一性の形式化によって.
システムへの帰属性が形式化され，それによっ
て広範な接続可能性が確保されうるのである。
さらにシステムに帰属する行為の根拠として乙
うした形式に志向する乙とが可能になり，形式
合理的な行為の構成が可能になるのである。
く決定の想定> は，乙のような意味で組織と

いうシステムの反省である。自己観察によって
その時々に与えられるくシステム/ 環境〉一関
係をもとに，例えば，しかじかの財務環境だと
いったぐあいに環境の同一性を想定し，乙れに
対応してシステムの同一性の形式が構成される
乙とになる。それは，その時々のくシステム/
環境〉一関係づけをさらに関係づけるものであ
り，環境に対するシステムの関係づけというメ
タ的な水準でコンテクス卜が設定され， ζうし

たコンテクストからしてその時々のシステムと
環境の不確定な関係設定における，不確定でな
い関係設定原理としてシステムの同一性形式が
構成されるのである。乙のシステムの同一性形
式が，く決定の決定〉のメカニズムで構成され
るメタ的水準での形式としての決定が連関して
システムを成しているものとしての決定連関な
のである。乙のメタ的水準における決定連関と
いうシステムの同一性形式がコンテクス卜とな
って，具体的水準でのその時々のくシステム/
環境〉一分節である決定連闘を，錯綜したリア
リティーの中から不確定なもの，場合によって
は別様でもありうるものとして主題化するので
ある。乙のようなく決定連関> のメカニズムに
よって，組織は錯綜したリアリティーの中から
決定の連関として現象し，決定は他の諸決定と
の再帰的な関係において構成される乙とになり，
形式合理的に決定が構成される乙とが可能にな
るのである。また乙のようにシステムの同一性
が形式化され，それを介して組織への選択の帰
属がっくり出されるという乙とは，組織に帰属
する選択としての決定の多様性を保障するもの
であり，選択の複雑な組み合わせを可能にする
ものなのである。

1 X . く決定連関〉のメカニズムの意義
以上において我々は，①わずかな親範しか共
有されていないにもかかわらず，高度に規則的
で斉一的な行為をっくり出し，高度に特定化さ
れた行為のとり結びをっくり出す，形式合理的
な装置として組織を捉えるべき乙と，@ その観
点からも組織は< 目的/ 手段〉ー秩序としては
規定されえない乙と，目的についても組織は選
択しうるものとして規定されねばならない乙と
を確認した。@ そ乙で，目的や手段についての
選択が組織に帰属するものとしてっくり出され
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てし、く過程に着目して，そうした選択の帰属の
資格づけの制度的なメカニズムとして組織は規
定されるととを，く決定連関〉のメカニズムと
して検討し，それは自己指示的システム理論の
観点から記述される乙とを確認した。
そしてとのようなく決定連関〉というメカニ
ズムは，過程を決定という形式で他の諸決定と
の間で再帰的iζ構成するというととに向けられ
ている。それは，次のととを意味する。組織は
決定を，相互の関係づけを必要なものとし. 選
択の帰属過程の結節点を個別化する ζとによっ
て，っくり出す。乙の乙とによって，決定をっ
くり出す能力を組織内に散在させるととができ
るのである。つまり. 諸決定の相互の関係づけ
を必要なものとし，そうした他の諸決定と一定
の形式で関係づけられる乙とによって. 各メン
バーの行う選択が組織に帰属する選択として，
決定として資格づけられるようにして決定をっ
くり出すのである。換言すれば，公式の伝達を
受けて，決定を想定し，想定された決定連関の
中に決定を構成するために公式の手続に従い，
決定を下し，公式に伝達する，という一連の形
式的な諸経過をメンバー各点に設定するととに
よって，メンバー各点においてそうした諸経過
を経て公式の，それ故その非受容がメンバーシ
ップの保持と両立しえないというととについて
の任意の第三者の規範的予期が認知的に予期さ
れるような選択，即ち決定，をっくり出す乙と
が可能になるのである。組織のトップ一人がと
いうのではなく，それぞれのメンバーが行う選
択が， r組織の決定」として発効するのである。
乙のような意味で，組織に帰属するものとして
の公式の選択である決定をっくり出す能力を，
組織内の各メンバ一点に散在させるζとができ
るのである。
決定の再帰的構成をめぐる自己指示的メカニ
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ズムは. 次の点から組織にとって本質的なもの
だといえる。①それは，メンバーが形式的なメ
カニズムに従って，そうした形式性を論拠に組
織に帰属する行為をっくり出すという意味で，
組織の形式合理性の核を成すものである。
②決定をっくり出す能力を組織内の各メンバ
一点に散在させるという ζとは，分業による協
働を可能にする基盤として本質的な乙とである。
それは，規範の共有を節約し，ほんのわずかの
メンバーシップ条件の共有に基づいて，メンバ
ー各点でその時々に，共有されざる特定化され
た予期を，その受容についての任意の第三者の
合意が想定されうるものとして，合意をより擬
制的に想定する乙とをともなって定立し. その
乙とを通じて各メンバ一点で共有されざる莫大
な量の特定化された予期を制度的なものとして
組織内にもたらすととを可能にし，高度に規則
的で特定化された行為の関係のとり結びを可能
にするからである。
①決定能力の散在は，次の理由からも分業に
よる協働にとって本質的である。決定能力を各
メンバ一点に散在させる乙とは，各点において
それぞれのパースペクティプでなされる情報処
理や問題解決を連結する乙とができる。例えば，
仮に決定能力がトップIζ集約されていて， トッ
プに立つ決定者がメンバーの行為を指の動かし
方ひとつに至るまで規定するような場合がある
としたら，そのような場合にはせいぜい肉体的
な負荷の分担というくらいの意義しか認められ
ず，情報処理や問題解決能力という点では一人
の行為者の行為とかわりがないのである。分業
による協働は. ある意味では，組織に帰属する
選択を分担し，連結するζとによって，複数の
パースペクティプによる情報処理，問題解決を
動員し，組織としての問題解決能力を高める乙
となのである。



@ さらに，乙のメカニズムは典型的にはプロ
グラム化する決定として組織の構造についての
決定を可能にしている USlそして，目的はプログ
ラム化する決定によって選択されるプログラム
のひとつのタイプとして位置づけられる乙とに
なる。プログラムは個々の具体的な水準で決定
の想定を規制し，決定の内容的側面を規制する
のであり，問題解決に向けての分業の内容的な
関係を規制するという点では構造の中では最も
重要なものである。それが決定によって確定さ
れるものなのであり，組織は自らをかなりの程
度可変的に矯成し，環境の変化に対して高度の
問題解決能力を持っととを原理的には可能にし
ているのである。つまり，乙のような構造決定
も過程における決定として行われるのである。
システムの同一性形式としての決定連闘をメタ
的水準で構成し，それを不確定でない原理，コ
ンテクス卜として，その時々の具体的水準での
< システム/ 環境〉一関係のとり結びとしての
決定連闘を，不確定なもの，別様でもありうる
ものとして主題化する。そうした< システム/
環境〉一関係に基づいてシステム境界の安定化
という観点からシステム問題の定式化を行い，そ
れへの対処としてくシステム/ 環境〉一関係の
部分的代替を行う決定，即ち構造決定をっくり
出すのである U61

我々の理論は< 決定連関〉の構成による決定
の再帰的構成というシステムの過程に定位して，
構造決定をそうしたシステムの過程として位置
づけ，構造と過程の関係づけをシステムの操作
として明らかにするものである。合理化という
点からいえば，構造と過程を別個のもの，それ
ぞれ別々に合埋化されるものとして捉えたり.
構造を通じての過程の合理化のみを捉えたりす
るのでは，環境に対する問題解決的なシステム
としての組織のメカニズムを的確に捉えるとと
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はできない。構造それ自体の合理性とか，過程
それ自体の合理性というのは考えられず，過程
における選択は構造による予備選択によって可
能になるのであり，逆に構造は過程における選
択を通じて選択されるのであるから，合理性は
環境に対するシステムの合理性として，それ故，
構造と過程の関係の合理性として捉えられねば
ならない。く決定連関〉の構成による決定の再
帰的構成という組織の過程に定位して初めて，
環境に対処して問題解決を行っていく組織が，
そのために構造と過程の関係づけを合理化する
メカニズムを捉える乙とができるのであり，プ
ログラム化する決定とプログラム化された決定
の分業関係を通じての分業編成のメカニズムを
捉えるととができるのである。 Luhmann (1973) 
のいう，システムの複雑性縮約能力の上昇とし
ての「システム合理性J も，我々が展開したよ
うな形で決定過程に定位するととによって初め
てその基盤が与えられるととになるのであるρ
乙のように< 決定連関〉という決定の再帰的構
成のメカニズムは，組織の問題解決活動の基盤
なのであり，その意味でも組織にとって本質的
なととである。
そ乙で最後に，組織の問題解決の過程につい

て簡単にふれてお乙う。組織の問題解決の過程
は. 専門化された分業を可能にするように構造
化をする必要性と，硬直化した構造化を回避し
て. < システム/ 環境〉一分節の必要性に対し
て柔軟に対処する必要性という逆方向の要請に
共に応じなければならないという原理的な問題
を有している。乙れに対して形式合理的なメカ
ニズムとしての組織は，有効に対処する性能を
原理的には有している。①ひとつは. < システ
ム/ 環境〉一分節の必要性をシステム問題へと
変位するプログラム化する決定によって，環境
に対してシステムを相対的に非依存的に安定化
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度J と呼ぶ。つまり，任意の第三者が持っと認
知的に予期される予期のととである。本論文で
の「制度J 概念はすべてζの意味で用いるので
注意が必要である。
ζのような組織の規定は. Weber (1922) の(3) 

官僚制論. Fayol (1925=1972). Gulick (1937) 
らの管理論的組織論や，長査も純粋な形では，
Nordsieck (1934). Kosiol (1959)らの経営経
済学的組織論に典型的1<::表れている。 ，しかしそ
れ以降の組織論の展開においても，組織の概念
規定の点ではとうした考え方が継承されている。
繕造論的視点から組織の内部構造の解明をめざ
したEtzioni (19倒=1967)や Blau/Scott (1962). 
システム理論的視点からのParsons (1956). 現代
組織の官僚制的側面の解明をめざした Selznick
(1957= 1970). Merton (1940)， Gouldner 

やはり< 目的/ 手段>(1954=1963) など，

一図式によって組織を捉えている。その後の
アストングループなどによる構造論的組織論

させるとともに，必要な場合には可変的iζしう
るという性能である。それは環境の同一性を想
定するとともに，その時々の具体的な水準での
決定連関としてくシステム/ 環境〉一関係を不
確定なもの，別様でもありうるものとして主題
化する乙とに基づいている。即ち，問題設定，
分節視点の問題化という反省の機能である。@
さらに，決定能力の散在に基づいて，下位シス
テムどとにそれぞれの環境展望に基づいて，そ
れぞれ問題変位としてのプログラム化する決定
を行い，それぞれが自らの下位システム境界を
環境に相対的に非依存的に安定化すると同時に
可変的に備える乙とができるという性能である。
@ また，プログラム化する決定とプログラム化
された決定の相互負担免除により，プログラム
化する決定が大局的な視点で決定し，構造化す
るのであり，プログラム化された決定はプログ
ラム化する決定による構造のもとで，局所的な
詳細な決定をするという分業をっくり出す乙と
ができるという性能である。

zmA吋有名、“私
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'drAEZ 唱守
恥

やコンティンジェンシー理論においても. < 目

的/ 手段> 一図式はやはり前提されている。た
だし，近代組織論や官僚制lの逆機能の研究1<::見
られるように，組織は単なるく目的/ 手段> ー
秩序としては捉えられないという ζとがあきら

以上のように，システムの過程に着目して，
選択が組織というシステムに帰属するメカニズ
ムに定位するととにより，組織に見られる多く
の本質的な特徴がそのメカニズム iζ基づいてい ふ

-V1F
かにされているが. < 目的/ 手段> ー秩序に代
わる組織の積極的規定は与えられていない。
内容と形式の区別は相対的なものである。 ζ(4) 

る乙とが明らかになるのである。乙の意味から
も，く決定連関> の構成に基づく決定の再帰的
構成のメカニズムは. 組織の最も基本的なメカ
ニズムであるといえるのである伊} とでは. ある視点からする. 目的としての行為，

手段としての行為のすべてが組織に帰属する行
為として共通に持っているととろの様式を. 形注

式性として取り出すととを狙っているのである。形式合理性のとの規定は. Weberをもとに組(1) 

Simon (1945=1965). March/Simon (1958 (5) 織への行為の帰属という観点から筆者が与えた
=1978) 参照。ものである。

をとの公式化の概念は. L u h m a n n  (1964) (6) L u h m a n n  (1972 =  1977) 参照。また.(2) 

ヒントにしたものである。
違背が認知された場合にそれに適応した学習，(7) 

Luhmannは，ある予期に任意の第三者の合意
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の環境条件のもとで許容状態が達成されない場即ち予期の変更がなされる予期は認知的予期と
合11 : ，許容状態を達成するよう制御構造を変動

させるものとして，サイパネティクス的に定式化

されてきた。乙のように定式化すると，行為の水

呼ばれ，違背が生じでもあくまで固持される予

期は規範的予期と呼ばれる。( '-+ L u h mann 
(1972=1977:47ff)) 

準では，制御循環を前鑓として，同様な行為がくしたがって，広義の公式化とは，ある選択に181 
りかえし実現されるための条件，社会システムに関して，その非受容とメンバーシップの保持が
よるそうした条件の学習が悶われる乙とになる。両立しえないはずだという規範的予期を制度化
しかし，社会システムの場合，社会計画論などに

て
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するととである。

メンバーシップ条件として，その受容が制度(9) 

化される予期は，組織において妥当するあらゆ

る予期とリンクされうるような核として. メン
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パー各点できわめて特定化された予期の受容を

可能にするようなものでなければならない。そ .

とで，メンバーシ・y プ条件として，コミュニケ

ーション条件と，手続の受容が制度化されると

とになる。コミュニケーション条件とは，特定

えし J実現されるための制度的な諸形式を予め前のコミュニケーション経路，命令. 上申，文書

提する ζとはできないのである。そ乙で. 要素

が他の諸要素との再帰的な関係において構成さ

による伝達といったコミ a ニケーション類型IC

ついての規則であり，それによってメンバーの

コミュニケーション行為を一様に規制するもの れていくという水準に定位する. 自己指示的シ

ステムの理論に立つのである。である。乙うしたコミュニケーション条件に従

自己創出的システムという考えかたは.(ll) うととにより，それによって伝達される予期の

Maturana， Valera らによって展開されたも公式性の確証が与えられ. 状況がメンバーシッ

のであり，次のようなものである。「自己責IJ出的プ問題がらみで規定される，即ち，公式的IC規

システムとは，構成諸要素の生産の閉じたネッ定される，契機が与えられるととになる。さら

トワークの単一性 (unity) として定義され.11 : ，そうした状況下で個々のメンバーどとに予

乙れら諸要素はそれらの相互作用を通じてそれ期される特定の選択をっくり出すための手続が

らを生産するネットワークを回帰的に実現し.
さらにζれら諸要素は，それらが存在する空間

メンバーシップ条件とされる。手続としては，
プログラムに従う乙とや. プログラム化されて
いない場合には口頭の審理をふまえる ζと，等 において. ネットワークの実現に多与する要素

として. ζのネットワークの境界を構成する.が考えられ〈厳密な規定は，本論文の注凶を参

そのような要素の生産の閉じたネットワークの

単一牲として定義されるJ (Zeleny (1981:21))。
そのポイントは，単11 : システムの諸要素の何ら

照) ，それによって個々の特定状況における各メ

ンパーどとの特定の予期も. メンパーシップ問

題11 : リンクされる乙とになるのである。
社会システム論においては従来一般に. 自己 かの程度に確定された関係だけではしシステ

ムを成り立たせている要素それ自体も当のシス
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組織性は，一定の制御構造を前提として，一定



テムを成り立たせている他の諸要素との回帰的

な関係づけをつうじて再生産されているという

点である。ただし，回帰(recursion ) とは，
システムが円環的因果性によって機能している

ととであり，システムが，当のシステムの直前

の状態によって決定される状態移行を，刻々と

遂げていく能力のζとである。

四本論文で用いている「再帰的関係づけ」とは，

すべてとの意味で意味論的なものとして用いて

おり，因果的な循環としての「回帰」とは区別

している乙とに注意が必要である。また，意味

論的には要素とシステムは同時分節されるζと

になるが. r再帰的関係づけ」とは. ある要素が
構成されるまさにその点においてシステムが構

成されるという意味で，同時分節という事態を

言い当てたものである。また. Luhmannの言
う「自己構成への参照を随伴させる」というの

も，乙れを言い当てたものと解するζとができ

る。

間 「単一性J Einheit. .  unity という概念は，
Luhmannの理論において多用される難解な概
念であるが， ζζでは次のように理解しておと

う。例えば. r戸口でベルを鳴らす」という行為
は，それ自体としては同一性であり，戸が開け

られるという行為に対しては差異である。 rr戸
ロでベルを鳴らす』という行為」として思念可

能なのは，それが同一性と差異の統ーとして，

「ひとつの意味J として捉えられるからであり.
その意味で単一性とは同一性と差異の統ーであ

ると言える。( ，- + Luhmann (1982)) また，何
らかのものに対する差異がなければそもそも指

示は不可能なので，差異なしの同一性それ自体

という ζとはありえないのであり，あるものが
指示可能である場合には，同一性と差異の統ー

としての単一性が存するのである。つまり，単

一牲とは指示可能性と同値である。同様に. シ
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ステムの単一牲は. システムそれ自体の同一性と

環境11 : 対する差異の統ーを意味する。 Luhmann
理論の基礎概念の「複雑性」には，可能性の過

剰という意味でのいわば単純な纏雑性と，権造

化された複雑性がある。システム内的な複雑性

は構造化された復雑性であり，システムの要素

のすべてがすべてに関係づけられる ζとはでき

ず，諸要素の関係づけが過程を通じて選択的に

のみ可能とされるのだという事態を意味する。

('-+Luhmann (1981:340)) したがって，過程
としての選択においてはシステム内的複雑性は

主題化されえない背景にとどまり，それは単一

性観念を通じてのみ接近可能なものになる。

('-+Luhmann (1981:203 f ) ) とうして，選択
的にのみ関係づけが可能となるという複雑な事

態を，それ自体としての同一性と環境I c : 対する

差異の統ーという形で単純化して，主題化可能

なもの，指示可能なものlとするのであり . ζ う

して過程においてシステムを単一性として指示

するととによって選択するととを通じて. シス

テム内的復雑性と過程の関係、づけを行っている

のである。
U4l 手続とは，公式の伝達を個々の具体的な選択

へと媒介する様式の形式であり，他の諸決定の

想定を決定過程の遂行11 : 織り込んで決定をっく

り出すととの確実性を保障するものである。つ

まり，そうした想定された決定連関にさらなる
選択を適切に関係づ、ける様式を規定するもので

ある。具体的には，プログラム化された決定の

湯合には，プログラムに従う ζとが，プログラ

ム化されない決定の場合には，決定をっくり出

すための特別な相互行為システム( 例えば口頭

での審理) を設定する ζとが手続とされる。 ζ

れらは. いずれも，他の諸決定11 : 基づいてある

決定がっくり出される経過の非人格性，没主観

性を保障するものなのである。

:l 



間 プログラム化する決定/ プログラム化された 機能的視点から，選択の結果= システムのアウ

決定については， March/Simon (1958=1978)， トプット= 目的を構造として固定する目的プロ

Simon (1977=1979)，さらに L u h m a n n (1973) グラムと，選択の原因= システムへのインプ・y

を参照。 ト= 手段を構造として固定する条件プログラム

回 システムは. 複雑で不確定な環境において， との機能的代替や，プログラム化する決定とプ

たえず自ら環境を分節し，それとの関係で自ら ログラム化された決定の分業など，システムの

を分節するという意味でのくシステム/ 環境> 様々な戦略を記述し，とのような様々な戦略が

一分節を再生産し，自らの存立を維持しなけれ 機能的に等価であり. 代替されうる. 即ち，そ

ばならないという根本問題を有している。しか れ自体選択されうるととがシステム合理性であ

し，それは問題としてはあまりにも未規定のも るとしている。しかし， L叶lmannの議論はと

ので教示的でもないし，決定可能でもない。そ うしたシステムのとりうる戦略の機能的な記述

とでシステムは境界維持という観点から，そう を与えるものであるが， ζのような代替を可能

した根本問題にシステム内的に処理可能な枠組 にしているシステム本体のメカニズムは明らか

を与え. システム問題として定式化しなければ にしていない。我々の議論は，とうしたシステ

ならないのである。特に，目的設定の機能は， ム本体のメカニズムをく決定通関> のメカニズ

境界維持という問題に決定可能な枠組を与え， ムとして明らかにするものであり，システム合

それを利用可能な活動基盤に変換するととにあ 理性の基盤を与えるものなのである。

り(，--・L u h m a n n (1973))，それがプログラム U& < 決定連関> の構成iと基づく決定の再帰的構
化する決定によって遂行される点に組織φ高度 成のメカニズム，それが組織の嫌々な特性をつ

の問題解決能力が存するのである。 くり出す基盤になっているととの詳細な分析に

U7) L凶lmann (1973) は，復雑性の箱約という ついては，奥山 (1984) を参照。
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